
令和2年7月1日(1)第155号

○入部適格
・茨城的内審議前の後継者

又は代表替
・年齢が4旨趣までの男女

○費用
・加入金鯛入婿のみ) 1.〇〇〇円
・会費(年間)1雲.〇〇〇円

源泉徴収指導のご案内
◆場　所:茨城町商工会館
◆日　時:令和2年7月1白(水)-「〇日(金)

午前9:○○-1と:○○

午後「:○○へ　4:○○

※土日は休みです。

◆手数料: 1事業所…3〇〇円

【持参するもの】
・源泉徴収簿
・扶養控除等異動申告雷
・給与支払いに関する帳簿、伝票等
・所得税徴収高計算書(納付書)
・前年度分給与関係資料

※給与支払いのある人は、必ず行ってください。

持続化給付金篭蜜福じですか
新型コロナ感染撞対錦として説明会を実態いたします。

◆日　時:令嗣2年7“月17日(金)午後3時-

◆場　所:茨城町商工会と階会議室

※ 7/1 5までにお申し込み下さい。

(丁E」 :雲9窒-5979)

※説明会終了後、個別対応も致しますので以下の

ものを持参ください。

・昨年度の決算書・通帳
・今年度の売上　・身分証明書など

小規模承業者持続化補助金<-麓型> �小規模寧柴者持続化補助金<コロナ特別対応型> 

置.対象京葉警 �小規模事業者の方 
・商業・サービス業〈箔油菜・娯楽業除く〉常時使用する従業員の数5人以下 

・サービス業のうち宿泊業・娯楽業常時使用する従業員の数20人以下 

・遺業その他常時使用する従業員の数22人以下 

2。補助対昂事驚 �(1)策定した「経営計画」に基づいて実施する、地道な販路開 �(1)補助対象経費の6分の1以上が、以下のいずれかの要件に合致する投資であること。 

A:サプライチエ-ンの毀損への対応 

顧客への製品供給を継続するために必要な設備投資や製品開発を行うこと。 

B:非対面型ビジネスモデルへの転換 

非対面・遠隔でサービス提供するたためのビジネスモデルへ転換するための設備・シ 
拓等(生産性向上)のための取組であること。あるいはこ 

ステム投資を行うこと。 
販路開拓等の取組とあわせて行う業務効率化(生産性向上) 

C:テレワーク環境の整備 のための取組であること。 
従業員がテレワークを実践できるような環境を整備すること。 
※補助対象期間内に、少なくとも5回以上、テレワークを実施する必要があります。 

(2)策定した「経営計画」に基づいて実施する、地道な販路開拓等(生産性向上) 
のための取組であること。 

3.補助率 �2/3…1件当たりの補助上限額50万円 �213・・・1件当たりの捕助上限額100万円 

新型コロナウイルス感染症が事業環境に与える影響を乗り越えるために、具体的な対 ※ただし、次の場合は補助上限額100万円に引きあがります。 
築くサプライチェーンの毀損への対応、非対面型ビジネスモデルへの転換、テレワー 

①市区町村による創業支援等事業の支援を受けた事業者 
ク環境の整備)に取り組む小規模事業者等が、地域の商工会の助言等を受けて経営計 

②市区町村の推薦を受けて当該市区町村の地域再生計画等に 
画を作成し、その計画に沿って地道な販賂開拓等に取り組む費用の2/3または3I4を 

沿う買い物弱者対策等の事業を行う事業者 
補助します。捕助上限額:100万円。 

4.公真期間 �受　付　締　切 

第3回締め切り:2020年10月2日(金)「締切日当日消印有効」 �第3回締め切り �2020年8月7日(金)「郵送:必着」 

第4回締め切り:2021年2月5日(全)「締切日当日消印有効」 �篇4回締め切り �2020年10月2日(金)「郵送:必着」 

商工会提出締切 

※なお、商工会で様式4号の事業支援計画書作成・交付の都合上、 �※なお、商工会で様式3号の事業支援計画書作成・交付の都合上、商工会には下請まで 

商工会には下請までに提出をお願います。 �に提出をお願います。 

第3回締め切り:2020年9月25日(全) �第3回締め切り �202〇年7月31日(全) 

第4回締め切り:2021年1月29日(金) �篇4回締め切り �2020年9月25日(金) 
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新型コロナウイI収感染症対策融資　　　　措塁謹彗無言相調継鮨茨末 
目的’ ��新型コロナウイルス感染症の影響を受けて売上高等の減少により経営の安定 � 

に支障を生じている中小企業の資金繰りを支援するため。 

県内に事業所を有する中小企業者で次のいずれかに該当する者 

売上高等が前年同比で 

貸付対縁者 ��①5%以上減少(セーフティーネット保証5号利用)※1 �.∴導電国三 ��篭ま舎篭罷端垂 
②15%以上減少(機器関連保証利用) ���綜垂の蕊「少事　… 　　　　自首 

市郎嬬行の既定膏 ��③20%以上減少(セーフティーネット保証4号利用) �矧闘金の輔弼蒜一卜華ら′じ　謂窒薦寡讐;… 必要 � 

融資限度領、 ��運転・設備・併用:8,000円 �t=患い」 ��給付金　患憂国 � 

融資期間(堀田期間) ��運転・設備・併用:10年以内(5年以内) �臆国　　　　　　　　　に関す ��.調音扇田 � 

融資利率 ��年1.3%-1.6% �漢持続化給付金とは?看 ��� 

利子輔給 ��当初3年間、融資額3,000万円を上限に利子補給により実質ゼロ (要件あり※2) �感染症拡大により、符に大きな影響を受ける瑳集者に対して、草葉の継続を ��� 
下支えし、再起の榎としていただくため、 

借用保駈料率 ��年1.3%-1.6% �な雛全般に広く償える給付金を支給します。 ��� 

信用條紙料輔朗 ��融資額3,000万円を上限に国による補助により実質ゼロ(要件あり※2) �圏 ��� 

その他 ��保証付既存融資について本制度への借換え可能 �悪夢人等は2鎚五日・個人輔弼は地色五日 ��� 

※1二回が指定する業種が対象 
※ただし、椛筏1毎軸の藩トかトの誠心岱多とします。 「’’÷薫三重あお石諦-‾‾‾‾‾‾、音∴《‾‾‾「‾‾‾‾‾‾‾‾「‾‾‾‾‾‾、‾‾‾‾‾‾-‾‾‾1 �� 

※2:保証料補助・利子補給の適用要件 ①個人事業主かつ小規模事業者で売上減少5%以上保証料補助10I「O、利子補給10/10 ���」襲撃三撃聖要撃聖竺誓竺×空曹と」 ��� 

寂らず、以下を満たす幅広い架 � 
②上語を除く中小企業者で売上減少15%以上　　　　保証料補助10/10、利子補給10/10 �����す幅広い業種が対象ですo � 1.新型コロナウイルス感染症の影響に ��より、 

③上謁を除く中小企業者で売上減少5%以上15%未満　保証料捕助5/10 ���ひと月の売上が前審同月比で50%以上並少している事業者。 ��� 

2.2019年以前から草葉による事業収入(売上〉を得ており、今後も事案を継続 ������ 

する意思がある事業者。 
コロナIl　　　　　　　　　　　　　3法人の齢Iよ 

貸付対象者 ��新型コロナウイルス感染症の影響を受けた者のうち、最近1カ月の売上高 �①資本金の額又は出資の総額が10億円未満、又は、 ��� が前年又は前々年同期と比較して5%以上減少した者であって、売上減少 �②上記の定めがない場合、常時使用する従葉員の数が2000人以下 

報告書等(※2)を提出できる者。 �である事業者。 

小規模事業者経営改善資金(-般マル経)とは別に1,000万円 �※2019年に創築した方や売上が一定期間に偏在している方などには鱒例があります ※-度給付を受けた方は、再度給付申請することができません。 ��� 

貸付限度 ��(但し、日本政策金融公庫国民生活事業部における新型コロナウイルス感 ���� 薬療特別貸し付けのうち金利引き下げ措置に対する3000万円を限度と �※　　は、申請要　　ご　　下　い 
する限度額に含まれる等、他の貸付けと重複する場合の貸付残高合計額 �漢蘭書※諜※警鵜殿繁ついて-ま、 
に限度がある。) 

貸付期間(据置湖間) ��運転資金:7年以内(3年以内) �持続化給付金事業コールセンター　012○○115-570 ��� 
設備資金:10年以内(4年以内) � �iP　話　周回　03-683十〇613 �� 

受付鱒燭　合致)-19:○○　5月・6月(毎日)了月から12月(土脇目を除く日から金曜日) 

貸付利率 ��当初3年間:特利F-0.9%　　　3年経過後:縛利F �∴:∴∵　∴∴∴:∵∴∵∴∴∴:∴-∵∵十十　十言.∴:∴:十三∵瞭∵予言∴　∴　高∴　　∴∴∴ ��� 

資金使途 ��新型コロナウイルス感染症の影響に対するための設備資金及び運転資金 (借換資金(※3)を含む。) �言音名広　;　臆 ��� 

利子輔給 ��借換資金を含めて「特利F-0.9%」を通用する取引については、-定の 要件に該当する場合、外部機関により利子補給が実施され、当初3年間が � ��� 

鷲誌畳誌無謀等症にかかる雇用縄助成金の) ��� 実質無利子となる見込みである。 

騨廊臨紫蘭繋綴続騰騒蘭鮪鑑 ��� ��� 
糖蜜コロナウイルス腰鍵後部こかかる特倒持賞として、4月「日から9月30日までを 

歴程塑塵盤胞と位置付け、腰鍵拡大防止のため、この期間中は全国において、さらなる 

昌的 �新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い1売上が急減するなかで公的融資制唐や民間金融 ��い_　　。 ��� 
(〇月12日に、隔意対応糊蘭を9月30目まで延長しました) 

機関から融資を受けられなかった中小企業者　小規模事業者の方々に対して　県と市町村が 
協調して事業継続に必要な資金を無利子・無担保で貸付を行うものです。 �� � �4月「題か弼難聴寡での期間∴ 賎業謀議熊を 

貸付対無電 �県内に事業所を有し、事業を営んでいる中小企業・個人事業主で次のいずれにも該当する者。 

02019年12月末までに事業を開始しており,今後も継続する予定であること。 ��� � 

02020年1月から12月のうち.2019年同月比で1か月の売上が50%以上減少している月 があること(昨年中に創業した場合は,月平均で50%以上減少していること)。 ���事業活動の線小を余儀なくされた事饗宴 � 
生産指標要件 �生産指標要件を緩和 

○公的融資制度や民間金融機脚こよる融資を受けられなかったこと。 
被保論者が対象 �膚用保蹟轍保機番でない鮒着の休機も助成 (隅か検用費定部隊食(〃書籍繊)) 

○県税・市町村税について,原則として未納が机、こと。 

○暴力団等反社会的勢力ではないこと等。 ��� �　助成尊〃5(中小)、u3(大企集) ※簡農篭を行わず、器用を継樽している地合、 

※対象業種は.中小企業信用保険法第2条に規定する業種として.幅広く対象としま玩 

貸付条件 �新規貸付枠 �44億円(県3/4、市町村1/4) �� � 

貸付期間 �10年以内(据置5年以内)※1〇年を限度に1回の延長可 ��計団居は事前提出 �計画局の事後提出を捉める(1月24目-6月的目) 

貸付利率等 �無利子・無担保 

保政人 �代表者保証(法人の場合) �� �被保険者期間要件を撤廃 

償還方法 �原則,半年賦又は-括 ��支給限度日数 �同左十上田対義糊櫛 

申請期間 �202〇年5月11日から2021年2月26日まで 
短時間一斉休業のみ �短時間休業の要件を繊細 

貸付額 �上限 �2〇〇万円l事業者(県314,市町村114) 

休業規模要件1/20(中小)、1/15(大企業) �1/伸〈中小〉、章/30(大企集) 
○市町村の予算措置より早く貸付決定した場合には,先に県分を貸付け 

残業相殺 �類義相職さ停止 
○上限額の範囲内で追加貸付可 

助成事4/6(中小)、ひ3(大金季) ※鱒裏書を行わず、寛照継持ましている場 

吾†算 �原則として “▲‾ココ　　・ゝ〃二言　○ヽ　ゴ= 
別年押上×1/2-(対剛年押上▲50クも以上の月押上×6カ月) ��加地1,200円 �合、 1uうOく中小)、3/4(大企禦) 

方法 �※上記により,当座の事業資金を貸付け。昨年中に創業した場合等は 
別途計算 ���加筆岨2,400円く中小)、1,脚円(大食簾) 

演金使途 �京葉の継続に必要な資金 ��� �出向期間要件1ヶ月以上1年以内 


